
　秋田県では、統計に関する知識を
広め、統計の表現技術を高めるため、
全県の小学生、中学生、高校生、大学
生及び一般から統計グラフコンクール
の作品を募集します。
■区分：《手書き統計グラフの部》
　　　　《パソコン統計グラフの部》
■テーマ：自由

　※小学校４年生以下の児童は、外
　　から資料を得ることなく自分で観察・
　　調査した結果をグラフにしたもの
　　に限ります。
■用紙規格：B２判（７２．８㎝×５１．５㎝） 

■応募締切日：９月１日（金）必着 
※詳しい内容は、応募要領（仙北市企
　画政策課にあります）をご覧ください。
　また、美の国あきたネット内調査統計
　課のホームページでもご覧になれます。
■問合せ：秋田県学術国際部 
　　　　調査統計課　調整・企画班 
　　　　　　TEL０１８（８６０）１２５３ 
　http://www.pref.akita.lg.jp/tokei/

　エイズ患者・感染者の新規報告数は、平成１６年には初めて年間１，０００件を超
える方々が報告され過去最高を記録しておりましたが、平成１７年の速報値でもさ
らに上回り１，１９９件の方が新たに報告されております。さらに、診断時には既にエ
イズを発病している方が約３割を占めております。

　こうした状況から国民のエイズに対する関心を喚起しエイズ検査の浸透・普及
を図るため、このたび国では「エイズ検査普及週間」を創設しました。
　大仙保健所では、次のとおりエイズや性感染症に関する相談・検査を実施しま
すので是非ご活用ください。

１．日時：６月６日（火）　９：００～１０：３０ 
　　　※通常は次の日程で実施しています。
　　　　・毎月第１木曜日　９：００～１０：３０ 
　　　　・毎月第３木曜日　９：００～１０：３０、１７：３０～２０：００ 
２．場所：大仙保健所 
３．検査料金：無料（エイズ性感染症検査と同時に無料で肝炎検査もできます）
 ※検査は、問診後に採血（５cc）をします。結果は一週間後になります。

４．申し込み：匿名可。検査希望の方は、事前に予約が必要です。
 ※随時、電話相談にも応じております。プライバシーに配慮しています。

５．担当：大仙保健所　疾病予防・医薬班　　TEL０１８７－６３－３４０３ 
ホームページアドレス　http://www.pref.akita.lg.jp/senb-fuku/

　介護保険では要介護認定・要支援認定を受けて、居宅で介護を受けている人が介護保険で支給対象となる住宅改修
をした場合に、事後の申請により費用の９割分が介護保険から支給されていました。
　平成１８年４月からは、この住宅改修に事前申請制度が導入され、工事前に申請書を提出し審査を受けることが義務づ
けられました。そのため、事前申請をせずに改修が行われた場合は、費用の９割が支給されません。
　事前申請には、支給申請書・住宅改修が必要な理由書・工事見積書・工事前の写真・家の平面図を提出いただき、審
査を受け、工事後に領収書・工事費内訳書・工事後の写真を提出していただくことになります。
　申請の受付については、介護保険事務所、大仙市役所、仙北市役所、美郷町役場（各支所を含む）の介護保険担当
窓口で行っております。

問い合わせ先　〒０１４－０８０５　大仙市高梨字田茂木１０番地（大仙市役所　仙北庁舎内３階） 

介護保険事務所　保険管理班　ＴＥＬ　０１８７－８６－３９１１ 

介護保険で支給対象となる住宅改修の工事種別介護保険で支給対象となる住宅改修の工事種別介護保険で支給対象となる住宅改修の工事種別
　（１）手すりの取付け
　（２）段差の解消 
　（３）滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 
　（４）引き戸等への扉の取替え
　（５）和式便器から洋式便器等への便器の取替え
　（６）その他（１）から（５）の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 

限度額は一人あたり２０万円までとなります。限度額は一人あたり２０万円までとなります。（この範囲内で費用の９割が支給されます）（この範囲内で費用の９割が支給されます）限度額は一人あたり２０万円までとなります。（この範囲内で費用の９割が支給されます）
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